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「登録のための確認のお願い」に対する確認結果の回答方法について（通知） 

 

時下ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。 

日頃は静岡県の公共事業の推進に御理解と御協力をいただき厚くお礼申し上

げます。 

さて、当県では土木工事共通仕様書及び農林土木工事共通仕様書、または、業

務委託共通仕様書及び農林土木業務委託共通仕様書により、工事・委託の契約時

等に工事実績情報システム（コリンズ）または業務実績情報システム（テクリス）

への登録をお願いしているところです。 

このたび、監督員の確認を受けるための「登録のための確認のお願い」の取り

扱いについて、下記のとおり対応の統一を図ることとしたので通知します。 

つきましては、貴協会員に対して周知いただくとともに、回答方法への御理解

と御協力をお願いします。 

 

記 

 

１ 「登録のための確認のお願い」の取り扱いについて 

(1) 受注者は、登録の際に発注機関担当者のメールアドレスを確認してデー

タを入力し、システムから「登録のための確認のお願い」をメール送信で

提出する。 

(2) 発注機関担当者は、電子メール送信された「登録のための確認のお願い」

の記載事項について確認の上、電子メールの「履歴付き返信」により受注

者へ回答を行う。回答の際には、メール本文に、登録を了承する旨を明記

するものとする。 

(3) 受注者は、発注機関担当者からの返信メールの受領をもって確認を受け

たものとし、登録手続きを行う。（修正を指摘された場合はデータを修正し

て再度、発注機関担当者の確認を受ける。） 

(4) 受注者は、発注機関担当者からの返信メールを、PDF 等により保存して

おく。 

  

２ 添付資料 

・通知の経緯 

・コリンズ・テクリス HP写し（確認に関する QA） 

 

担  当 建設 ICT推進班 

電話番号 055-221-2128  


